
事故事例２（一般貨物）狭隘な道路において後退した際に歩行者と接触
曜日･時間・天候 （火 ・９時３８分・晴れ）
場 所 一般道 住宅地内３差路
道 路 の 状 況 乾燥 幅員 メートル4.5
運 転 者 年齢２４歳 経験６年６月
乗務開始～事故
発生の乗務距離 ８ｋｍ
損 害 死者１名

事故概要
当該トラック運転者は出勤後、積荷の仕分けに時間を要し、通常より３０分遅れて、 年余1

り経験している配送エリアへ向け出庫した。配達先への道路の奥が行き止まりのため、バック
で進入しようと三叉路を一旦通り過ぎた。その際、進入路左側に人（８３才女性）が居るのを
一度認識したが、後退時にはその人を意識せずそのまま後退を開始したため、車両右側後部に

て接触、転倒させ死亡させた。

種別・用途・形状 普通・貨物・バン
最 大 積 載 量 ２０００ｋｇ

当 時 の 積 載 量 １２００ｋｇ
当時の乗車人員 １人

推定原因 事故の要因 事故再発防止対策

後退時の安全不確認 慣れた配達地域 運転者に対しする指導監督
・慣れた配達地域であり、注意不 ・輸送の安全確保について、反復指導

足となった。 を徹底する。

・道路状況を把握していたため、 ・後退時の十分な後方確認の徹底を指

する。通常どおり後退してしまった。 導

・常に心にゆとりを持った運転を指導

する。

時間の遅れによる焦り
・年末の繁忙期で積荷の仕分けに

バック回避対策時間を要し、遅延による焦りが

あった。 ・台車の利用等、危険を伴うバック回

・一旦確認した道路上の人を後退 避の対策を講じる。

時には、その存在を忘れ、意識

していなかった。

車両への対策
・後退モニター等の設置により後方確

認の容易性を確保する。


